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周南市ふるさとワーキングホリデー事業補助金（参加者受入・交流企画支援）について 

制度概要 

補助対象者 
市内に事業所を有し、周南市ふるさとワーキングホリデーの趣旨に賛同し、受

入先事業所として市に申し込み、登録された市税の滞納がない企業等 

補助内容 

参加者を受け入れる事業者に対し、次の①・②の支援を行います。 

①参加者受入支援 

参加者を受け入れていただく事業者の経済的な負担軽減を図る支援です。 

②交流企画支援 

参加者との交流や親睦を深めることを目的に受入事業者が企画・開催した

事業への支援です。 

補助 

上限額等 

①参加者１人につき上限５万円 

 ※勤務日数×５千円/日を参加者ごとに算出、その合計額とします。 

※算出した補助額が上限を下回る場合はその額とします。 

②１受入企業につき上限１万円／１受入期間 

※開催費用が１万円を下回る場合は実費額とします。 

※金額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とします。 

［対象経費］ 

 ・消耗品費、材料費、お茶代（酒類除く）、お弁当代 等 

※他の用途でも利用できると判断できる物品等は、対象外とします。 

  判断に迷われる際は、事前にお尋ねください。 

補助金 

の返還 

次の場合には、全額を返還していただきます。 

・虚偽の申請、その他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。 

その他 

・補助金の交付は、事業完了後に行います。 

・補助金の交付回数は、1 年度につき１回限りとします。 

・他の補助制度により、同様の補助を受けている場合は対象外とします。 
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申請方法及び手順 

 

手順 提出書類等 

1.交付 

申請書 

の提出 

※交付申請は、参加者の受入期間終了後に提出をお願いします。 

⑴周南市ふるさとワーキングホリデー事業補助金交付申請書（別記様式第１号） 

⑵誓約書（別記様式第 2 号） 

⑶法人所在証明書、登記事項証明書等、市内に事業所があることが確認でき

る書類の写し 

[①参加者受入支援のみ] 

⑷周南市ふるさとワーキングホリデー事業参加者受入報告書(別記様式第５号)  

⑸出勤簿やタイムカードの写しなど、参加者の勤務日や勤務日数が分かる書類 

[②交流企画支援のみ] 

⑹開催に要した費用の金額が分かる領収書等の写し 

 ※領収書の宛名が補助金申請者と同一の法人名であることを確認して下さい。 

⑺開催の様子がわかる写真（参加者全員が写っているもの） 

2.交付審査 提出された書類の内容を確認、審査します。 

3.交付決定 

 通知書の 

送付 

補助金の交付の可否について、交付決定又は不交付決定通知書を送付します。 

4.請求書の 

 提出 

交付決定通知書を受領後、周南市ふるさとワーキングホリデー事業補助金交

付請求書（別記様式第７号）を提出してください。 

5.補助金の 

 支払い 

相手方登録※に記載された口座に振り込みます。 

※…市の相手方登録に登録されているか分からない場合にはお尋ね下さい。 

相手方が無い場合には、本市より登録手続に関してご案内をさせていた

だきます。 

 

お問い合わせ・書類提出先 

 

   〒745-8655 

    山口県周南市岐山通１－１ 

周南市 移住交流推進課 移住定住担当 

      メール：ijukoryu@city.shunan.lg.jp 

        電 話：0834-22-8341  ＦＡＸ：0834-22-8428 
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記入例 

  Ｒ８   ●  ● 

周南市・・・・・・・ 

    株式会社〇〇 

代表取締役 ■■ ■■■ 

×××-××××-×××× 

 ￥●●●、●●● 

R8   ●   ●      R8   ●  ■ 

   １１ 

店舗での接客、商品在庫の確認、陳列レイアウトの変更、 
ＳＮＳを通じた情報発信業務 

記載不要です。 実際に勤務した日数をご記入くだ
さい。 
※参加者によって期間が異なる場
合には、参加者の中で最も早い勤
務日と最後の勤務日を記入してく
ださい。 

□□ □□ 
     50,000     １０ 

▲▲ ▲▲ 
     50,000     １１ 

〇〇 〇〇 
     45,000      ９ 

参加者受入報告書（別記様式第５号）で
記入した日数及び金額と一致させてくだ
さい。 
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R8   ●    ●  １２ ００    １４ ００ 

５            ２ 

       10,000 

従業員との懇談会 
・お弁当代 
・お茶代 
・消耗品（紙皿、割り箸） 

人事部 ▽▽ ▽▽ 

☑ 

周南市・・・・・・・・ 

昭和●   ●   ● 

×××‐××××‐×××× 

＊＊＊＊＠gmail.com 

個人事業主の方のみ、ご記入くだ
さい。 
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 Ｒ８   ●  ● 

周南市・・・・・・・ 

    株式会社〇〇 

   代表取締役 ■■ ■■■ 

記入例 
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記入例 

    Ｒ８   ●  ● 

周南市・・・・・・・ 

株式会社〇〇 

□□ □□           １０   50,000 円 

▲▲ ▲▲           １１   50,000 円 

〇〇 〇〇            ９   45,000 円 

145,000 円 

[５千円（A）×労働日数（B）］と上限額 5 万円を
比べて低い方の金額を記入してください。 
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記入例 

    Ｒ８  ●  ●  

周南市・・・・・・・ 

株式会社〇〇 

代表取締役 ■■ ■■■ 

人事部 ▽▽ ▽▽ 

    XXX XXXX  XXXX 

￥●●●，●●● 

￥●●●，●●● 

R8  ●  ★     周移  XXX 

▲▲銀行 

・・・・・・・・ 

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ〇〇 ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ■■ ■■■ 

株式会社〇〇 代表取締役■■ ■■■ 

市からお送りしている「補助金交付決
定通知書」に記載のある金額・日付・
文書番号を記入してください。 

市へ相手方登録をされている口座情報をご記入く
ださい。 
未登録の事業者又は登録の有無が不明な事業者
については、移住交流推進課へお尋ねください。 
確認の上、回答させていただきます。 

●● 


